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北九州市公告第３１７号 

 大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１項の規定によ

る大規模小売店舗の変更事項の届出があったので、同条第３項において準用す

る同法第５条第３項の規定により、次のとおり公告し、当該届出及び添付書類

を縦覧に供する。 

 なお、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺地域の生活環境の保持の

ため配慮すべき事項について意見を有する者は、意見書を北九州市長に提出す

ることができる。 

  令和５年５月２３日 

                    北九州市長 武 内 和 久 

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 

ドラッグコスモス西海岸店 

  北九州市門司区西海岸二丁目２０番の一部ほか 

２ 大規模小売店舗を設置する者 

  株式会社コスモス薬品 

福岡市博多区博多駅東二丁目１０番１号第一福岡ビルＳ館４階 

  代表取締役 横山英昭 

３ 変更した事項 

 （１） 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人に

あっては代表者の氏名 

  ア 変更前 

株式会社コスモス薬品 

福岡市博多区博多駅東二丁目１０番１号第一福岡ビルＳ館４階 

    代表取締役 宇野正晃 

  イ 変更後 

株式会社コスモス薬品 

福岡市博多区博多駅東二丁目１０番１号第一福岡ビルＳ館４階 

    代表取締役 横山英昭 

 （２） 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並

びに法人にあっては代表者の氏名 

  ア 変更前 

株式会社コスモス薬品 

福岡市博多区博多駅東二丁目１０番１号第一福岡ビルＳ館４階 

    代表取締役 宇野正晃 

  イ 変更後 
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株式会社コスモス薬品 

福岡市博多区博多駅東二丁目１０番１号第一福岡ビルＳ館４階 

    代表取締役 横山英昭 

４ 変更の年月日 

令和３年８月２４日 

５ 変更する理由 

  営業政策上の理由による。 

６ 届出年月日 

令和５年５月１日 

７ 縦覧場所 

  北九州市小倉北区城内１番１号 

  北九州市産業経済局地域経済振興部商業・サービス産業政策課  

８ 縦覧期間 

  この公告の日から令和５年９月２５日まで（日曜日、土曜日及び国民の祝

日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日を除く。）の

毎日午前８時３０分から午後５時まで 

９ 意見書の提出要領 

   次に掲げる事項を記載した文書を令和５年９月２５日までに北九州市産業

経済局地域経済振興部商業・サービス産業政策課に到着するように提出する

こと。 

 （１） 氏名又は団体名及び団体にあっては、その代表者の氏名 

 （２） 住所又は所在地 

 （３） 連絡先電話番号 

 （４） 大規模小売店舗の名称及び所在地 

 （５） 意見 
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北九州市公告第３１８号 

 大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１項の規定によ

る大規模小売店舗の変更事項の届出があったので、同条第３項において準用す

る同法第５条第３項の規定により、次のとおり公告し、当該届出及び添付書類

を縦覧に供する。 

 なお、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺地域の生活環境の保持の

ため配慮すべき事項について意見を有する者は、意見書を北九州市長に提出す

ることができる。 

  令和５年５月２３日 

                    北九州市長 武 内 和 久 

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 

ドラッグコスモス足立店 

  北九州市小倉北区宇佐町二丁目７０７番１１ほか 

２ 大規模小売店舗を設置する者 

  株式会社コスモス薬品 

福岡市博多区博多駅東二丁目１０番１号第一福岡ビルＳ館４階 

  代表取締役 横山英昭 

３ 変更した事項 

 （１） 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人に

あっては代表者の氏名 

  ア 変更前 

株式会社コスモス薬品 

福岡市博多区博多駅東二丁目１０番１号第一福岡ビルＳ館４階 

    代表取締役 宇野正晃 

  イ 変更後 

株式会社コスモス薬品 

福岡市博多区博多駅東二丁目１０番１号第一福岡ビルＳ館４階 

    代表取締役 横山英昭 

 （２） 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並

びに法人にあっては代表者の氏名 

  ア 変更前 

株式会社コスモス薬品 

福岡市博多区博多駅東二丁目１０番１号第一福岡ビルＳ館４階 

    代表取締役 宇野正晃 

  イ 変更後 
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株式会社コスモス薬品 

福岡市博多区博多駅東二丁目１０番１号第一福岡ビルＳ館４階 

    代表取締役 横山英昭 

４ 変更の年月日 

令和３年８月２４日 

５ 変更する理由 

  営業政策上の理由による。 

６ 届出年月日 

令和５年５月１日 

７ 縦覧場所 

  北九州市小倉北区城内１番１号 

  北九州市産業経済局地域経済振興部商業・サービス産業政策課  

８ 縦覧期間 

  この公告の日から令和５年９月２５日まで（日曜日、土曜日及び国民の祝

日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日を除く。）の

毎日午前８時３０分から午後５時まで 

９ 意見書の提出要領 

   次に掲げる事項を記載した文書を令和５年９月２５日までに北九州市産業

経済局地域経済振興部商業・サービス産業政策課に到着するように提出する

こと。 

 （１） 氏名又は団体名及び団体にあっては、その代表者の氏名 

 （２） 住所又は所在地 

 （３） 連絡先電話番号 

 （４） 大規模小売店舗の名称及び所在地 

 （５） 意見 
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北九州市公告第３１９号 

 大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１項の規定によ

る大規模小売店舗の変更事項の届出があったので、同条第３項において準用す

る同法第５条第３項の規定により、次のとおり公告し、当該届出及び添付書類

を縦覧に供する。 

 なお、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺地域の生活環境の保持の

ため配慮すべき事項について意見を有する者は、意見書を北九州市長に提出す

ることができる。 

  令和５年５月２３日 

                    北九州市長 武 内 和 久 

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 

ドラッグコスモス北方店 

  北九州市小倉南区北方三丁目１１８４番１ほか 

２ 大規模小売店舗を設置する者 

  株式会社コスモス薬品 

福岡市博多区博多駅東二丁目１０番１号第一福岡ビルＳ館４階 

  代表取締役 横山英昭 

３ 変更した事項 

 （１） 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人に

あっては代表者の氏名 

  ア 変更前 

株式会社コスモス薬品 

福岡市博多区博多駅東二丁目１０番１号第一福岡ビルＳ館４階 

    代表取締役 宇野正晃 

  イ 変更後 

株式会社コスモス薬品 

福岡市博多区博多駅東二丁目１０番１号第一福岡ビルＳ館４階 

    代表取締役 横山英昭 

 （２） 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並

びに法人にあっては代表者の氏名 

  ア 変更前 

株式会社コスモス薬品 

福岡市博多区博多駅東二丁目１０番１号第一福岡ビルＳ館４階 

    代表取締役 宇野正晃 

  イ 変更後 
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株式会社コスモス薬品 

福岡市博多区博多駅東二丁目１０番１号第一福岡ビルＳ館４階 

    代表取締役 横山英昭 

４ 変更の年月日 

令和３年８月２４日 

５ 変更する理由 

  営業政策上の理由による。 

６ 届出年月日 

令和５年５月１日 

７ 縦覧場所 

  北九州市小倉北区城内１番１号 

  北九州市産業経済局地域経済振興部商業・サービス産業政策課  

８ 縦覧期間 

  この公告の日から令和５年９月２５日まで（日曜日、土曜日及び国民の祝

日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日を除く。）の

毎日午前８時３０分から午後５時まで 

９ 意見書の提出要領 

   次に掲げる事項を記載した文書を令和５年９月２５日までに北九州市産業

経済局地域経済振興部商業・サービス産業政策課に到着するように提出する

こと。 

 （１） 氏名又は団体名及び団体にあっては、その代表者の氏名 

 （２） 住所又は所在地 

 （３） 連絡先電話番号 

 （４） 大規模小売店舗の名称及び所在地 

 （５） 意見 
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北九州市公告第３２０号 

 大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１項の規定によ

る大規模小売店舗の変更事項の届出があったので、同条第３項において準用す

る同法第５条第３項の規定により、次のとおり公告し、当該届出及び添付書類

を縦覧に供する。 

 なお、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺地域の生活環境の保持の

ため配慮すべき事項について意見を有する者は、意見書を北九州市長に提出す

ることができる。 

  令和５年５月２３日 

                    北九州市長 武 内 和 久 

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 

ドラッグコスモス沼南店 

  北九州市小倉南区沼南町一丁目２１７番１ほか 

２ 大規模小売店舗を設置する者 

  株式会社コスモス薬品 

福岡市博多区博多駅東二丁目１０番１号第一福岡ビルＳ館４階 

  代表取締役 横山英昭 

３ 変更した事項 

 （１） 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人に

あっては代表者の氏名 

  ア 変更前 

株式会社コスモス薬品 

福岡市博多区博多駅東二丁目１０番１号第一福岡ビルＳ館４階 

    代表取締役 宇野正晃 

  イ 変更後 

株式会社コスモス薬品 

福岡市博多区博多駅東二丁目１０番１号第一福岡ビルＳ館４階 

    代表取締役 横山英昭 

 （２） 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並

びに法人にあっては代表者の氏名 

  ア 変更前 

株式会社コスモス薬品 

福岡市博多区博多駅東二丁目１０番１号第一福岡ビルＳ館４階 

    代表取締役 宇野正晃 

  イ 変更後 
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株式会社コスモス薬品 

福岡市博多区博多駅東二丁目１０番１号第一福岡ビルＳ館４階 

    代表取締役 横山英昭 

４ 変更の年月日 

令和３年８月２４日 

５ 変更する理由 

  営業政策上の理由による。 

６ 届出年月日 

令和５年５月１日 

７ 縦覧場所 

  北九州市小倉北区城内１番１号 

  北九州市産業経済局地域経済振興部商業・サービス産業政策課  

８ 縦覧期間 

  この公告の日から令和５年９月２５日まで（日曜日、土曜日及び国民の祝

日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日を除く。）の

毎日午前８時３０分から午後５時まで 

９ 意見書の提出要領 

   次に掲げる事項を記載した文書を令和５年９月２５日までに北九州市産業

経済局地域経済振興部商業・サービス産業政策課に到着するように提出する

こと。 

 （１） 氏名又は団体名及び団体にあっては、その代表者の氏名 

 （２） 住所又は所在地 

 （３） 連絡先電話番号 

 （４） 大規模小売店舗の名称及び所在地 

 （５） 意見 
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北九州市公告第３２１号 

 大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１項の規定によ

る大規模小売店舗の変更事項の届出があったので、同条第３項において準用す

る同法第５条第３項の規定により、次のとおり公告し、当該届出及び添付書類

を縦覧に供する。 

 なお、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺地域の生活環境の保持の

ため配慮すべき事項について意見を有する者は、意見書を北九州市長に提出す

ることができる。 

  令和５年５月２３日 

                    北九州市長 武 内 和 久 

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 

ドラッグコスモス春日台店 

  北九州市八幡西区春日台六丁目９００番２ほか 

２ 大規模小売店舗を設置する者 

  株式会社コスモス薬品 

福岡市博多区博多駅東二丁目１０番１号第一福岡ビルＳ館４階 

  代表取締役 横山英昭 

３ 変更した事項 

 （１） 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人に

あっては代表者の氏名 

  ア 変更前 

株式会社コスモス薬品 

福岡市博多区博多駅東二丁目１０番１号第一福岡ビルＳ館４階 

    代表取締役 宇野正晃 

  イ 変更後 

株式会社コスモス薬品 

福岡市博多区博多駅東二丁目１０番１号第一福岡ビルＳ館４階 

    代表取締役 横山英昭 

 （２） 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並

びに法人にあっては代表者の氏名 

  ア 変更前 

株式会社コスモス薬品 

福岡市博多区博多駅東二丁目１０番１号第一福岡ビルＳ館４階 

    代表取締役 宇野正晃 

  イ 変更後 
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株式会社コスモス薬品 

福岡市博多区博多駅東二丁目１０番１号第一福岡ビルＳ館４階 

    代表取締役 横山英昭 

４ 変更の年月日 

令和３年８月２４日 

５ 変更する理由 

  営業政策上の理由による。 

６ 届出年月日 

令和５年５月１日 

７ 縦覧場所 

  北九州市小倉北区城内１番１号 

  北九州市産業経済局地域経済振興部商業・サービス産業政策課  

８ 縦覧期間 

  この公告の日から令和５年９月２５日まで（日曜日、土曜日及び国民の祝

日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日を除く。）の

毎日午前８時３０分から午後５時まで 

９ 意見書の提出要領 

   次に掲げる事項を記載した文書を令和５年９月２５日までに北九州市産業

経済局地域経済振興部商業・サービス産業政策課に到着するように提出する

こと。 

 （１） 氏名又は団体名及び団体にあっては、その代表者の氏名 

 （２） 住所又は所在地 

 （３） 連絡先電話番号 

 （４） 大規模小売店舗の名称及び所在地 

 （５） 意見 
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北九州市公告第３２２号 

 大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１項の規定によ

る大規模小売店舗の変更事項の届出があったので、同条第３項において準用す

る同法第５条第３項の規定により、次のとおり公告し、当該届出及び添付書類

を縦覧に供する。 

 なお、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺地域の生活環境の保持の

ため配慮すべき事項について意見を有する者は、意見書を北九州市長に提出す

ることができる。 

  令和５年５月２３日 

                    北九州市長 武 内 和 久 

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 

ドラッグコスモス茶屋の原店 

  北九州市八幡西区茶屋の原四丁目１３８３番５ほか 

２ 大規模小売店舗を設置する者 

  株式会社コスモス薬品 

福岡市博多区博多駅東二丁目１０番１号第一福岡ビルＳ館４階 

  代表取締役 横山英昭 

３ 変更した事項 

 （１） 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人に

あっては代表者の氏名 

  ア 変更前 

株式会社コスモス薬品 

福岡市博多区博多駅東二丁目１０番１号第一福岡ビルＳ館４階 

    代表取締役 宇野正晃 

  イ 変更後 

株式会社コスモス薬品 

福岡市博多区博多駅東二丁目１０番１号第一福岡ビルＳ館４階 

    代表取締役 横山英昭 

 （２） 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並

びに法人にあっては代表者の氏名 

  ア 変更前 

株式会社コスモス薬品 

福岡市博多区博多駅東二丁目１０番１号第一福岡ビルＳ館４階 

    代表取締役 宇野正晃 

  イ 変更後 
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株式会社コスモス薬品 

福岡市博多区博多駅東二丁目１０番１号第一福岡ビルＳ館４階 

    代表取締役 横山英昭 

４ 変更の年月日 

令和３年８月２４日 

５ 変更する理由 

  営業政策上の理由による。 

６ 届出年月日 

令和５年５月１日 

７ 縦覧場所 

  北九州市小倉北区城内１番１号 

  北九州市産業経済局地域経済振興部商業・サービス産業政策課  

８ 縦覧期間 

  この公告の日から令和５年９月２５日まで（日曜日、土曜日及び国民の祝

日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日を除く。）の

毎日午前８時３０分から午後５時まで 

９ 意見書の提出要領 

   次に掲げる事項を記載した文書を令和５年９月２５日までに北九州市産業

経済局地域経済振興部商業・サービス産業政策課に到着するように提出する

こと。 

 （１） 氏名又は団体名及び団体にあっては、その代表者の氏名 

 （２） 住所又は所在地 

 （３） 連絡先電話番号 

 （４） 大規模小売店舗の名称及び所在地 

 （５） 意見 
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北九州市公告第３２３号 

 大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１項の規定によ

る大規模小売店舗の変更事項の届出があったので、同条第３項において準用す

る同法第５条第３項の規定により、次のとおり公告し、当該届出及び添付書類

を縦覧に供する。 

 なお、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺地域の生活環境の保持の

ため配慮すべき事項について意見を有する者は、意見書を北九州市長に提出す

ることができる。 

  令和５年５月２３日 

                    北九州市長 武 内 和 久 

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 

ドラッグコスモス八幡萩原店 

  北九州市八幡西区萩原一丁目２番２ 

２ 大規模小売店舗を設置する者 

  株式会社コスモス薬品 

福岡市博多区博多駅東二丁目１０番１号第一福岡ビルＳ館４階 

  代表取締役 横山英昭 

３ 変更した事項 

 （１） 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人に

あっては代表者の氏名 

  ア 変更前 

株式会社コスモス薬品 

福岡市博多区博多駅東二丁目１０番１号第一福岡ビルＳ館４階 

    代表取締役 宇野正晃 

  イ 変更後 

株式会社コスモス薬品 

福岡市博多区博多駅東二丁目１０番１号第一福岡ビルＳ館４階 

    代表取締役 横山英昭 

 （２） 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並

びに法人にあっては代表者の氏名 

  ア 変更前 

株式会社コスモス薬品 

福岡市博多区博多駅東二丁目１０番１号第一福岡ビルＳ館４階 

    代表取締役 宇野正晃 

  イ 変更後 
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株式会社コスモス薬品 

福岡市博多区博多駅東二丁目１０番１号第一福岡ビルＳ館４階 

    代表取締役 横山英昭 

４ 変更の年月日 

令和３年８月２４日 

５ 変更する理由 

  営業政策上の理由による。 

６ 届出年月日 

令和５年５月１日 

７ 縦覧場所 

  北九州市小倉北区城内１番１号 

  北九州市産業経済局地域経済振興部商業・サービス産業政策課  

８ 縦覧期間 

  この公告の日から令和５年９月２５日まで（日曜日、土曜日及び国民の祝

日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日を除く。）の

毎日午前８時３０分から午後５時まで 

９ 意見書の提出要領 

   次に掲げる事項を記載した文書を令和５年９月２５日までに北九州市産業

経済局地域経済振興部商業・サービス産業政策課に到着するように提出する

こと。 

 （１） 氏名又は団体名及び団体にあっては、その代表者の氏名 

 （２） 住所又は所在地 

 （３） 連絡先電話番号 

 （４） 大規模小売店舗の名称及び所在地 

 （５） 意見 
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北九州市公告第３２４号 

 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７

年政令第３７２号。以下「政令」という。）第４条に規定する特定調達契約に

つき、随意契約の相手方を決定したので、北九州市物品等又は特定役務の調達

手続の特例を定める規則（平成７年北九州市規則第７８号）第１２条第１項の

規定により次のとおり公告する。 

  令和５年５月２３日 

                    北九州市長 武 内 和 久 

１ 特定役務の名称及び数量 

  令和５年度介護保険事務処理システム運用及び保守業務 一式 

２ この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在地 

  北九州市保健福祉局地域福祉部介護保険課 

  北九州市小倉北区城内１番１号 

３ 契約の相手方を決定した日 

  令和５年３月３１日 

４ 契約の相手方の名称及び住所 

  株式会社日立製作所九州支社北九州支店 

  北九州市小倉北区堺町一丁目２番１６号 

５ 契約金額 

  月額５５９万６，２５０円 

６ 契約期間 

  令和５年４月１日から同年６月３０日まで 

  ただし、この契約に係る令和５年度の本予算成立後、北九州市において異

議がない旨の意思表示があったときは、この契約による契約期間は、令

和６年３月３１日まで延長する 

７ 契約の相手方を決定した手続 

  随意契約 

８ 随意契約の理由 

  政令第１１条第１項第２号に該当するため
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北九州市門司区選挙管理委員会告示第２２号 

 令和４年度中における本区の選挙人名簿抄本の閲覧状況について、下記のと

おり公表する。 

  令和５年５月２３日 

北九州市門司区選挙管理委員会 

委員長 遠 山 義 則 

閲覧申出者 閲覧年月日 
閲覧に係る選挙

人の範囲 

閲覧情報の利用

目的の概要 

読売新聞東京本社編集

局世論調査部 世論調

査部長 湯本浩司 東

京都千代田区大手町一

丁目７番１号 

令和４年４

月２１日 

第６投票区（４

５件） 

調査研究（政治

・選挙に関する

世論調査） 

（株）サーベイリサー

チセンター九州事務所 

所長 林雅保 福岡

市博多区博多駅東二丁

目６番２６号安川産業

ビル４階 

令和４年６

月１０日 

第２０投票区、

第２４投票区、

第２５投票区、

第２８投票区、

第２９投票区、

及び第３２投票

区（７０件） 

調査研究（福岡

県民ニーズ調査

） 

（株）日経リサーチ代

表取締役社長 新藤政

史 東京都千代田区内

神田二丁目２番１号鎌

倉河岸ビル 

令和４年８

月１８日 

第２０投票区（

１６件） 

調査研究（日本

経済新聞郵送世

論調査） 

（一社）共同通信社 

社長 水谷亨 東京都

港区東新橋一丁目７番

１号 

令和４年９

月７日 

第１１投票区及

び第３２投票区

（２４件） 

調査研究（政治

・選挙に関する

世論調査） 

（株）日本統計センタ

ー 代表取締役 清水

誠 北九州市小倉北区

堺町一丁目２番１６号 

令和４年１

０月１４日 

第３投票区、第

７投票区、第１

０投票区、第１

１投票区、第１

５投票区、第２

０投票区、第２

３投票区及び第

２８投票区（８

０件） 

調査研究（県民

の運動・スポー

ツに関する調査

） 

朝日新聞東京本社 世

論調査部長 宮崎太介 

東京都中央区築地５丁

目３番２号 

令和４年１

１月１１日 

第５投票区及び

第１１投票区（

２０件） 

調査研究（政治

・選挙に関する

世論調査） 
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北九州市小倉北区選挙管理委員会告示第２２号 

 令和４年度中における本区の選挙人名簿抄本の閲覧状況について、下記のと

おり公表する。 

  令和５年５月２３日 

                 北九州市小倉北区選挙管理委員会 

                      委員長 中 村 祐 貴 

閲覧申出者 閲覧年月日 
閲覧に係る選挙

人の範囲 

閲覧情報の利用

目的の概要 

読売新聞東京本社編集

局世論調査部 世論調

査部長 湯本浩司 東

京都千代田区大手町一

丁目７番１号 

令和４年４

月１８日 

第４４投票区（

４５件） 

調査研究（政治

・選挙に関する

世論調査） 

（一社）新情報センタ

ー 事務局長 山本恭

久 東京都渋谷区恵比

寿一丁目１９番１５号 

令和４年５

月２４日 

第２７投票区（

５０件） 

調査研究（家計

消費状況調査） 

（株）サーベイリサー

チセンター 九州事務

所 所長 林雅保 福

岡市博多区博多駅東二

丁目６番２６号安川産

業ビル４階 

令和４年６

月１０日 

第 1 投票区、第

５投票区、第８

投票区、第１１

投票区、第１３

投票区、第１６

投票区、第２２

投票区、第２３

投票区、第２４

投票区、第２７

投票区、第３２

投票区、第３５

投票区、第４０

投票区、第４２

投票区及び第４

３投票区（１３

０件） 

調査研究（福岡

県民ニーズ調査

） 

田久保すみれ 令和４年９

月８日 

第１０投票区、

第１７投票区、

第１８投票区、

第１９投票区、

第２２投票区、

第２３投票区、

第２４投票区、

第３２投票区、

第３５投票区、

調査研究（北九

州市の暮らしと

仕事に関する調

査） 
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  第３８投票区、

第４２投票区及

び第４３投票区

（７００件） 

（一社）共同通信社 

社長 水谷享 東京都

港区東新橋一丁目７番

１号 

令和４年９

月７日 

第４投票区及び

第４１投票区（

２４件） 

調査研究（政治

・選挙に関する

世論調査） 

斉藤法子 令和４年１

０月７日、

同月１４日

、同月２１

日、同月２

８日、同年

１１月４日

、同月１８

日、同月２

２日、同月

２５日、同

月２９日、

同年１２月

２日、令和

５年１月１

０日、同月

１２日、同

月１７日、

同年２月１

４日、同月

１７日、同

月２１日、

同月２８日

、同年３月

２日、同月

３日及び同

月７日 

小倉北区全域

（８，０００

件） 

政治活動 

（株）日本統計センタ

ー 代表取締役 清水

誠 北九州市小倉北区

堺町一丁目２番１６号 

令和４年１

０月１４日 

第４投票区、第

８投票区、第１

１投票区、第１

２投票区、第１

５投票区、第１

８投票区、第２

２投票区、第２

３投票区、第２

調査研究（県民

の運動・スポー

ツに関する調査

） 
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 ８投票区、第３

１投票区、第３

５投票区、第３

８投票区、第４

０投票区及び第

４３投票区（１

４０件） 

（一社）新情報センタ

ー 事務局長 山本恭

久 東京都渋谷区恵比

寿一丁目１９番１５号 

令和４年１

０月１７日 

第５投票区、第

２０投票区及び

第４０投票区（

１００件） 

調査研究（家計

消費状況調査） 

朝日新聞東京本社 世

論調査部長 宮崎太介 

東京都中央区築地五丁

目３番２号 

令和４年１

１月１１日 

第２０投票区（

１０件） 

調査研究（政治

・選挙に関する

世論調査） 

（一社）新情報センタ

ー 事務局長 山本恭

久 東京都渋谷区恵比

寿一丁目１９番１５号 

令和５年１

月１６日 

第３投票区、第

３３投票区及び

第３８投票区（

１５０件） 

調査研究（家計

消費状況調査） 
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北九州市小倉南区選挙管理委員会告示第２３号 

 令和４年度中における本区の選挙人名簿抄本の閲覧状況について、下記のと

おり公表する。 

  令和５年５月２３日 

                 北九州市小倉南区選挙管理委員会   

                    委員長 安 心 院 綾 子

閲覧申出者 閲覧年月日 
閲覧に係る選挙

人の範囲 

閲覧情報の利用

目的の概要 

（一社）新情報センタ

ー 事務局長 山本恭

久 東京都渋谷区恵比

寿一丁目１９番１５号 

令和４年５

月２４日 

第１２投票区、

第１４投票区及

び第３８投票区

（１００件） 

調査研究（家計

消費状況調査） 

（株）サーベイリサー

チセンター九州事務所 

 所長 林雅保 福岡

市博多区博多駅東二丁

目６番２６号安川産業

ビル４階 

令和４年６

月９日及び

同月１３日 

第５投票区、第

６投票区、第９

投票区、第１０

投票区、第１１

投票区、第１２

投票区、第１４

投票区、第１７

投票区、第１８

投票区、第２１

投票区、第２３

投票区、第２６

投票区、第２９

投票区、第３０

投票区、第３１

投票区、第３４

投票区、第３９

投票区及び第４

４投票区（１５

０件） 

調査研究（福岡

県民ニーズ調査

） 

（株）サーベイリサー

チセンター 代表取締

役 藤澤士朗 東京都

荒川区西日暮里二丁目

４０番１０号 

令和４年７

月２２日 

第９投票区（１

１件） 

調査研究（日本

の世論２０２２

） 

藤沢加代 令和４年８

月５日 

第７投票区、第

８投票区、第９

投票区、第１１

投票区、第１４

投票区、第３９

投票区及び第４

政治活動 

21



  １投票区（６５

件） 

（一社）共同通信社 

社長 水谷亨 東京都

港区東新橋一丁目７番

１号 

令和４年９

月７日 

第２１投票区、

第２６投票区及

び第４３投票区

（３６件） 

調査研究（日本

世論調査会全国

世論調査） 

読売新聞東京本社編集

局世論調査部 世論調

査部長 湯本浩司 東

京都千代田区大手町一

丁目７番１号 

令和４年１

０月７日 

第２５投票区（

５１件） 

調査研究（読売

全国世論調査） 

（株）日本統計センタ

ー 代表取締役 清水

誠 北九州市小倉北区

堺町一丁目２番１６号 

令和４年１

０月１９日 

第２投票区、第

５投票区、第６

投票区、第９投

票区、第１０投

票区、第１１投

票区、第１２投

票区、第２０投

票区、第２１投

票区、第２４投

票区、第２６投

票区、第２８投

票区、第３０投

票区、第３４投

票区、第３９投

票区及び第４４

投票区（１６０

件） 

調査研究（県民

の運動・スポー

ツに関する調査

） 

（一社）新情報センタ

ー 事務局長 山本恭

久 東京都渋谷区恵比

寿一丁目１９番１５号 

令和４年１

０月２１日 

第２投票区、第

２７投票区及び

第３５投票区（

１００件） 

調査研究（家計

消費状況調査） 

（株）サーベイリサー

チセンター 代表取締

役 藤澤士朗 東京都

荒川区西日暮里二丁目

４０番１０号 

令和５年１

月６日 

第４投票区（６

０件） 

調査研究（アフ

ターコロナ世界

における日本人

の政治選択と生

活意識アンケー

ト） 

（一社）新情報センタ

ー 事務局長 山本恭

久 東京都渋谷区恵比

寿一丁目１９番１５号 

令和５年１

月１９日 

第３投票区及び

第４３投票区（

１００件） 

調査研究（家計

消費状況調査） 
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北九州市若松区選挙管理委員会告示第２１号 

 令和４年度中における本区の選挙人名簿抄本の閲覧状況について、下記のと

おり公表する。 

  令和５年５月２３日 

                  北九州市若松区選挙管理委員会   

                      委員長 木 下 秀 雄   

閲覧申出者 閲覧年月日 
閲覧に係る選挙

人の範囲 

閲覧情報の利用

目的の概要 

（一社）中央調査社 

会長 境克彦 東京都

中央区銀座五丁目１５

番８号 

令和４年５

月１１日 

第２５投票区（

１７件） 

調査研究（選挙

や政治に対する

意識調査） 

（一社）新情報センタ

ー 事務局長 山本恭

久 東京都渋谷区恵比

寿一丁目１９番１５号 

令和４年５

月３１日 

第１９投票区、

第２０投票区及

び第２６投票区

（５０件） 

調査研究（家計

消費状況調査） 

（株）サーベイリサー

チセンター九州事務所 

 所長 林雅保 福岡

市博多区博多駅東二丁

目６番２６号安川産業

ビル４階 

令和４年６

月８日 

第１投票区、第

３投票区、第２

１投票区、第２

２投票区、第２

３投票区及び第

２６投票区（６

０件） 

調査研究（福岡

県民ニーズ調査

） 

（一社）中央調査社 

会長 境克彦 東京都

中央区銀座五丁目１５

番８号 

令和４年８

月３０日 

第２２投票区及

び第２５投票区

（１０８件） 

調査研究（時事

世論調査） 

（一社）共同通信社 

社長 水谷亨 東京都

港区東新橋一丁目７番

１号 

令和４年９

月６日 

第３投票区及び

第２２投票区（

２４件） 

調査研究（日本

世論調査会全国

世論調査） 

（一社）新情報センタ

ー 事務局長 山本恭

久 東京都渋谷区恵比

寿一丁目１９番１５号 

令和４年１

０月１８日 

第２投票区、第

２１投票区及び

第２５投票区（

１００件） 

調査研究（家計

消費状況調査） 

（株）日本統計センタ

ー 代表取締役 清水

誠 北九州市小倉北区

堺町一丁目２番１６号 

令和４年１

０月２０日 

第２投票区、第

６投票区、第１

４投票区、第１

７投票区、第２

２投票区及び第

２５投票区（６

０件） 

調査研究（県民

の運動・スポー

ツに関する調査

） 
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（株）日本リサーチセ

ンター 代表取締役  

杉原領治 東京都墨田

区江東橋四丁目２６番

５号 

令和４年１

１月１１日 

第１投票区、第

６投票区、第７

投票区及び第２

２投票区（１８

件） 

調査研究（ライ

フスタイルの形

成と社会意識に

関する調査） 

（一社）新情報センタ

ー 事務局長 山本恭

久 東京都渋谷区恵比

寿一丁目１９番１５号 

令和５年１

月１８日 

第１投票区、第

１０投票区、第

１１投票区、第

１２投票区及び

第２５投票区（

６０件） 

調査研究（家計

消費状況調査） 
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北九州市八幡東区選挙管理委員会告示第２２号 

 令和４年度中における本区の選挙人名簿抄本の閲覧状況について、下記のと

おり公表する。 

  令和５年５月２３日 

                 北九州市八幡東区選挙管理委員会   

                      委員長 富 下 博 文   

閲覧申出者 閲覧年月日 
閲覧に係る選挙

人の範囲 

閲覧情報の利用

目的の概要 

（株）サーベイリサー

チセンター九州事務所 

 所長 林雅保 福岡

市博多区博多駅東二丁

目６番２６号安川産業

ビル４階 

令和４年６

月７日 

第１投票区、第

２投票区、第３

投票区、第１１

投票区、第１２

投票区、第１４

投票区、第１６

投票区及び第１

７投票区（５０

件） 

調査研究（福岡

県民ニーズ調査

） 

（一社）共同通信社 

社長 水谷亨 東京都

港区東新橋一丁目７番

１号 

令和４年９

月６日 

第３投票区及び

第１３投票区（

２４件） 

調査研究（日本

世論調査会全国

世論調査） 

（一社）新情報センタ

ー 事務局長 山本恭

久 東京都渋谷区恵比

寿一丁目１９番１５号 

令和４年１

０月１９日 

第１６投票区及

び第２２投票区

（１００件） 

調査研究（家計

消費状況調査） 

（株）日本統計センタ

ー 代表取締役 清水

誠 北九州市小倉北区

堺町一丁目２番１６号 

令和４年１

０月２０日 

第３投票区、第

７投票区、第１

１投票区、第１

８投票区及び第

２２投票区（５

０件） 

調査研究（県民

の運動・スポー

ツに関する調査

） 

（株）日本リサーチセ

ンター 代表取締役 

杉原領治 東京都墨田

区江東橋四丁目２６番

５号 

令和４年１

１月１７日 

第７投票区、第

９投票区、第１

０投票区、第１

１投票区、第１

６投票区及び第

１７投票区（１

８件） 

調査研究（ライ

フスタイルの形

成と社会意識に

関する調査） 

（一社）新情報センタ

ー 事務局長 山本恭

久 東京都渋谷区恵比

寿一丁目１９番１５号 

令和５年１

月１８日 

第７投票区、第

８投票区及び第

２１投票区（１

５０件） 

調査研究（家計

消費状況調査） 
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菊水俊賢 令和５年３

月８日から

同月２８日

まで 

第１投票区、第

２投票区、第４

投票区、第６投

票区、第９投票

区、第１０投票

区、第１１投票

区、第１２投票

区、第１３投票

区、第１４投票

区、第１７投票

区、第１８投票

区及び第１９投

票区（７，４７

９件） 

政治活動 
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北九州市八幡西区選挙管理委員会告示第２２号 

 令和４年度中における本区の選挙人名簿抄本の閲覧状況について、下記のと

おり公表する。 

  令和５年５月２３日 

                 北九州市八幡西区選挙管理委員会 

                    委員長 佐 々 木 健 五 

閲覧申出者 閲覧年月日 
閲覧に係る選挙

人の範囲 

閲覧情報の利用

目的の概要 

（一社）中央調査社 

会長 境克彦 東京都

中央区銀座五丁目１５

番８号 

令和４年５

月１２日 

第８投票区（１

７件） 

調査研究（第２

６回参議院議員

通常選挙 選挙

前意識調査） 

（一社）新情報センタ

ー 事務局長 山本恭

久 東京都渋谷区恵比

寿一丁目１９番１５号 

令和４年６

月２日及び

同月６日 

第２１投票区、

第２２投票区、

第４７投票区（

５０件） 

調査研究（家計

消費状況調査） 

（株）サーベイリサー

チセンター九州事務所 

所長 林雅保 福岡市

博多区博多駅東二丁目

６番２６号安川産業ビ

ル４階 

令和４年６

月８日 

第３投票区、第

６投票区、第７

投票区、第１１

投票区、第１９

投票区、第２７

投票区、第２９

投票区、第３３

投票区、第３６

投票区、第３７

投票区、第４０

投票区、第４５

投票区、第４８

投票区及び第４

９投票区（１７

０件） 

調査研究（福岡

県民ニーズ調査

） 

（一社）中央調査社 

会長 境克彦 東京都

中央区銀座五丁目１５

番８号 

令和４年８

月１６日 

第１６投票区及

び第３２投票区

（１７件） 

調査研究（第２

６回参議院議員

通常選挙に関す

る意識調査） 

（株）日経リサーチ 

代表取締役社長 新藤

政史 東京都千代田区

内神田二丁目２番１号 

令和４年８

月１８日 

第１６投票区（

１６件） 

調査研究（経済

や政治、社会問

題等に関する有

権者の意向調査

） 
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（一社）中央調査社 

会長 境克彦 東京都

中央区銀座五丁目１５

番８号 

令和４年９

月６日 

第４７投票区及

び第４９投票区

（１０８件） 

調査研究（時事

世論調査） 

（一社）共同通信社 

社長 水谷亨 東京都

港区東新橋一丁目７番

１号 

令和４年９

月６日 

第６投票区、第

２５投票区及び

第３６投票区（

３６件） 

調査研究（政治

・選挙に関する

世論調査） 

田久保すみれ 令和４年９

月９日 

第５投票区、第

７投票区、第１

２投票区、第１

７投票区、第１

９投票区、第２

５投票区、第３

５投票区、第４

２投票区、及び

第５０投票区（

７００件） 

調査研究（北九

州市の暮らしと

仕事に関する調

査） 

読売新聞東京本社 世

論調査部長 湯本浩司

東京都千代田区大手町

一丁目７番１号 

令和４年１

０月５日 

第１０投票区（

４５件） 

調査研究（政治

・選挙に関する

世論調査） 

（株）日本統計センタ

ー 代表取締役 清水

誠 北九州市小倉北区

堺町一丁目２番１６号 

令和４年１

０月１８日 

第１９投票区（

１９０件） 

調査研究（県民

の運動・スポー

ツに関する調査

） 

（一社）新情報センタ

ー 事務局長 山本恭

久 東京都渋谷区恵比

寿一丁目１９番１５号 

令和４年１

０月１９日 

第５投票区及び

第５１投票区（

１００件） 

調査研究（家計

消費状況調査） 

朝日新聞東京本社 世

論調査部長 宮崎太介 

東京都中央区築地五丁

目３番２号 

令和４年１

１月１日 

第５１投票区（

９件） 

調査研究（政治

・選挙に関する

世論調査） 

（一社）新情報センタ

ー 事務局長 山本恭

久 東京都渋谷区恵比

寿一丁目１９番１５号 

令和５年１

月１７日 

第６投票区、第

８投票区及び第

４６投票区（１

５０件） 

調査研究（家計

消費状況調査） 

（一社）中央調査社 

会長 境克彦 東京都

中央区銀座五丁目１５

番８号 

令和５年３

月１日 

第４２投票区及

び第４６投票区

（１０８件） 

調査研究（時事

世論調査） 
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北九州市戸畑区選挙管理委員会告示第２１号 

令和４年度中における本区の選挙人名簿抄本の閲覧状況について、下記のと

おり公表する。 

令和５年５月２３日 

                  北九州市戸畑区選挙管理委員会 

委員長 佐 々 木 正 明 

閲覧申出者 閲覧年月日 
閲覧に係る選挙

人の範囲 

閲覧情報の利用

目的の概要 

（株）プリミティブ・

ドライブ 代表取締役 

 徳永眞木子 福岡市

中央区大名二丁目８番

１８号天神パークビル

７階 

令和４年４

月１８日 

第４投票区、第

１１投票区及び

第１５投票区（

６０件） 

調査研究（人権

問題に関する県

民意識調査） 

（株）サーベイリサー

チセンター九州事務所 

 所長 林雅保 福岡

市博多区博多駅東二丁

目６番２６号安川産業

ビル４階 

令和４年６

月８日 

第１投票区、第

３投票区、第４

投票区、第５投

票区及び第９投

票区（５０件） 

調査研究（福岡

県民ニーズ調査

） 

（一社）共同通信社 

社長 水谷亨 東京都 

港区東新橋一丁目７番 

１号 

令和４年９

月１４日 

第５投票区及び

第１２投票区（

２４件） 

調査研究（日本

世論調査会全国

世論調査） 

（株）日本統計センタ

ー 代表取締役 清水

誠 北九州市小倉北区

堺町一丁目２番１６号 

令和４年１

０月２０日 

第３投票区、第

６投票区、第９

投票区、第１３

投票区及び第１

５投票区（５０

件） 

調査研究（県民

の運動・スポー

ツに関する調査

） 

朝日新聞東京本社 世

論調査部長 宮崎太介 

東京都中央区築地五丁

目３番２号 

令和４年１

１月１５日 

第１１投票区（ 

９件） 

調査研究（政治 

・選挙に関する

世論調査） 
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正誤表 

年 号 頁 訂正箇所 正 誤 

令和５年 ５３２６ ５ 上から２３行目 

～２４行目 

安全・安

心推進部 

安全・安

心部 

令和５年 ５３２６ ６ 上から１行目 こども 子ども 

令和５年 ５３２６ ６ 上から８行目 同項の次 同項 
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